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募
集

催
し

講
座

相
談

皆
さ
ん
の
善
意

ス
ポ
ー
ツ

お
知
ら
せ

教
育
委
員
会
会
議
定
例
会
の
傍
聴

教
育
委
員
会
総
務
課（
☎
（27）
２
７
８
５
）

時
　
５
月
19
日（
火
）午
後
２
時
開
始

場
　
市
役
所
本
館
５
階
職
員
研
修
室

定
　
７
人（
先
着
順
）

申
　
当
日
午
後
１
時
30
分
か
ら
１
時
50
分

ま
で
に
直
接
会
場
へ

民
生
委
員
・
児
童
委
員
が

新
し
く
決
ま
り
ま
し
た

社
会
福
祉
課（
☎
（27）
２
７
４
８
）

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
次
の
と
お
り

決
ま
り
ま
し
た
。

●
萩
原
町
区
＝
脇わ

き

坂ざ
か

徹と
お
る

さ
ん

※
千ち

嶋し
ま

ゆ
み
子こ

さ
ん（
緑
町
区
）は
退
任
し

ま
し
た

都
市
計
画
決
定
さ
れ
ま
し
た

都
市
計
画
課（
☎
（27）
２
７
６
６
）

下
水
道
整
備
課（
☎
（27）
２
７
７
７
）

【
東
都
市
計
画
公
園
お
よ
び
伊
勢
崎
都
市

計
画
公
園
の
変
更
に
お
け
る
都
市
計
画
】

　
２
月
27
日
付
で
都
市
計
画
決
定
さ
れ
ま

し
た
。
関
係
図
書
は
都
市
計
画
課
、
群
馬

県
都
市
計
画
課（
前
橋
市
）

で
縦
覧
で
き
ま
す
。
市
HP

で
も
確
認
で
き
ま
す
。

内
　
３
・
３
・
４
号
田
部
井
天
神
沼
公
園

の
追
加
、
３
・
３
・
３
号
南
小
学
校
区
近

隣
公
園
の
名
称
変
更
、
２
・
２
・
84
号
下

海
老
公
園
の
名
称
変
更

問
　
都
市
計
画
課

【
伊
勢
崎
、
赤
堀
お
よ
び
東
都
市
計
画
下

水
道
の
都
市
計
画
】

　
４
月
１
日
付
で
都
市
計
画
決
定
さ
れ
ま

し
た
。
関
係
図
書
は
下
水
道
整
備
課
で
縦

覧
で
き
ま
す
。
詳
し

く
は
市
HP
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

内
　
伊
勢
崎
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更（
排

水
区
域
）、
赤
堀
都
市
計
画
下
水
道
の
変

更（
排
水
区
域
）、
東
都
市
計
画
下
水
道
の

変
更（
排
水
区
域
）、
伊
勢
崎
都
市
計
画
下

水
道
の
変
更（
そ
の
他
の
施
設
）

問
　
下
水
道
整
備
課

都
市
計
画
公
園
事
業
計
画
の
縦
覧

公
園
緑
地
課（
☎
（27）
２
７
６
８
）

　
都
市
計
画
公
園
３
・
３
・
４
号
田
部
井

天
神
沼
公
園
の
事
業
計
画
の
認
可
図
書
を

縦
覧
し
ま
す
。

時
　
令
和
11
年
３
月
30
日（
金
）ま
で

場
　
公
園
緑
地
課

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
・

立
地
適
正
化
計
画
を
改
訂
し
ま
し
た

都
市
計
画
課（
☎
（27）
２
７
６
６
）

　
社
会
情
勢
の
変
化
や
本
市
の
状
況
を
踏

ま
え
て
、
本
市
の
都
市
づ
く
り
の
方
針
と

な
る
伊
勢
崎
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
と
伊
勢
崎
市
立
地
適
正
化
計
画
を
一
体

的
に
改
訂
し
ま
し
た
。
こ
の
計
画
は
、
都

市
計
画
課
、
市
民
情
報
コ
ー
ナ
ー（
市
役

所
・
各
支
所
）、
図
書
館

で
閲
覧
で
き
ま
す
。
市
HP

で
も
公
開
し
て
い
ま
す
。

登
録
型
本
人
通
知
制
度
の
登
録

期
間
が
無
期
限
に
な
り
ま
し
た

市
民
課（
☎
（27）
２
７
２
７
）

　
４
月
１
日
よ
り
、
登
録
型
本
人
通
知
制

度
の
登
録
期
間
が「
登
録
日
か
ら
３
年
間
」

か
ら「
無
期
限
」に
な
り
ま
し
た
。
住
所
変

更
な
ど
は
、
今
ま
で
ど
お
り
変
更
届
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
詳
し

く
は
市
HP
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣
を
駆
除
し
ま
す

環
境
政
策
課（
☎
（27）
２
７
３
３
）

　
ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣
を
無
料
で
駆
除
し
て

い
ま
す
。
ス
ズ
メ
バ
チ
は
、
軒
下
や
庭
木

な
ど
に
春
ご
ろ
か
ら
巣
を
作
り
始
め
、
秋

に
か
け
て
巣
を
大
き
く
し
、
冬
に
は
い
な

く
な
り
ま
す
。
巣
が
大
き
く
な
る
と
危
険

性
が
高
ま
る
た
め
、
発
見

し
た
場
合
は
速
や
か
に
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

申
　
12
月
28
日（
月
）ま
で
の
平
日
午
前
８

時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で
に
電
話

で
関
東
薬
品
消
毒
㈱（
☎
０
４
８
ー
５
７

２
ー
４
６
５
５
）へ

※
ス
ズ
メ
バ
チ
以
外
の
巣
は
駆
除
で
き
ま

せ
ん
。
巣
を
探
す
作
業
も
対
象
外
で
す

※
巣
が
高
い
所
や
壁
の
中
な
ど
特
殊
な
場

所
に
あ
り
、
特
別
な
作
業
や
装
備
が
必
要

な
場
合
は
、
別
途
費
用
が
か
か
り
ま
す

外
国
人
雇
用
管
理
セ
ミ
ナ
ー

商
工
労
働
課（
☎
（27）
２
７
５
５
）

　
外
国
人
労
働
者
が
安
心
し
て
働
き
、
企

業
が
安
心
し
て
雇
用
で
き
る
よ
う
、
群
馬

労
働
局
な
ど
と
共
催
で
制
度
や
管
理
な
ど
、

好
事
例
を
用
い
た
説
明
と
講
師
に
よ
る
講

演
を
行
い
ま
す
。
外
国
人
労
働
者
と
良
好

な
関
係
を
築
き
な
が
ら
共
に
働
く
方
法
を

学
び
人
材
確
保
に
つ
な
げ
ま
せ
ん
か
。

時
　
６
月
25
日（
木
）午
後
１
時
30
分
～
３

時
30
分

場
　
ナ
ル
セ
グ
ル
ー
プ

伊
勢
崎
市
民
プ
ラ
ザ

対
　
外
国
人
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
、

ま
た
は
今
後
雇
用
を
検
討
し
て
い
る
企
業

￥
　
無
料

申
　
５
月
11
日（
月
）か
ら
６
月
22
日（
月
）

ま
で
に
市
HP
内
の
応
募
フ
ォ
ー
ム
か
ら
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い

ひ
き
こ
も
り
家
族
会
を
開
催
し
ま
す

社
会
福
祉
課（
☎
（27）
６
２
７
３
）

　
テ
キ
ス
ト
を
使
っ
た
勉
強
会
や
参
加
者

同
士
で
意
見
交
換
を
行
い
ま
す
。

時
　
５
月
27
日（
水
）午
後
２
時
～
４
時

場
　
絣
の
郷（
市
民
交
流
館
）

対
　
ひ
き
こ
も
り
当
事
者
の
家
族

定
　
20
人
程
度（
先
着
順
）

￥
　
無
料

申
　
５
月
11
日（
月
）か
ら
26
日（
火
）ま
で

に
電
話
で
社
会
福
祉
課
ま
た
は
専
用
HP
か

ら
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

国
民
健
康
保
険
の
軽
減
制
度

所
得
の
な
い
人
も
申
告
を
し
ま
し
ょ
う

国
民
健
康
保
険
課（
☎
（27）
２
７
３
６
）

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
お
よ
び
世
帯

主
の
前
年
所
得
の
合
計
額
が
一
定
額
以
下

の
場
合
、
低
所
得
世
帯
の
国
民
健
康
保
険

税
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
所
得
に
応

じ
て
均
等
割（
１
人
当
た
り
に
か
か
る
金

額
）と
平
等
割（
世
帯
に
か
か
る
金
額
）を

軽
減
し
ま
す
。
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

お
よ
び
世
帯
主
は
、
昨
年
中
に
収
入
が
な

か
っ
た
人
、
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
、
雇

用
保
険
な
ど
の
非
課
税
収
入
だ
け
の
人
も

申
告
が
必
要
で
す
。
申
告
が
済
ん
で
い
な

い
場
合
は
、
国
民
健
康
保
険
課
ま
た
は
各

支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
で
申
告
を
し
て
く

だ
さ
い
。
世
帯
内
に
未
申
告
の
人
が
い
る

場
合
に
は
軽
減
が
適
用
さ
れ
な
い
ほ
か
、

高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
や
入
院

時
の
食
費
が
高
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
申
告
の
必
要
が
な
い
人
】

●
同
一
世
帯
の
人
の
年
末
調
整
や
確
定
申

告
な
ど
で
、
そ
の
扶
養
親
族
に
該
当
し
て

い
る
人

●
収
入
が
公
的
年
金
だ
け
の
人
、
ま
た
は

給
与
だ
け
で
年
末
調
整
が
済
ん
で
い
る
人

●
確
定
申
告
ま
た
は
市
民
税
・
県
民
税
の

申
告
を
済
ま
せ
た
人

空
き
家
の
除
却
・
改
修
費
用
を
補
助

住
宅
課（
☎
（27）
２
７
９
７
）

　
空
き
家
の
除
却
・
改
修
費
用
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。
工
事
に
着
手
す
る
前
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
の
手
引
き
や
申
請
書
は
、
住
宅
課
、

市
民
情
報
コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
・
各
支
所
）

に
あ
り
ま
す
。
市
HP
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

も
で
き
ま
す

【
空
き
家
除
却
補
助
事
業
】

対
象
と
な
る
空
き
家
　
市
内
に
あ
る
１
年

以
上
居
住
し
て
い
な
い
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
空
き
家
　

❶
危
険
空
き
家
＝
住
宅
地
区
改
良
法
が
規

定
す
る
不
良
住
宅
に
該
当
し
、
周
辺
の
生

活
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
に
放
置
す
る

こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
も
の

❷
旧
耐
震
空
き
家
＝
昭
和
56
年
５
月
31
日

以
前
に
建
築
さ
れ
た
も
の

対
象
と
な
る
工
事
　
市
内
に
事
業
所
が
あ

る
事
業
者
が
行
う
も
の

申
請
で
き
る
人
　
空
き
家
の
所
有
者
、
相

続
人

補
助
件
数
　
各
20
件（
先
着
順
）

補
助
金
額
　
❶
＝
空
き
家
の
除
却
工
事
に

か
か
る
費
用
の
５
分
の
４
で
50
万
円
ま
で
、

❷
＝
空
き
家
の
除
却
工
事
に
か
か
る
費
用

の
５
分
の
２
で
25
万
円
ま
で

申
　
５
月
８
日（
金
）か
ら
９
月
30
日（
水
）

ま
で
に
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

必
要
書
類
を
添
え
て
住
宅
課
へ

【
移
住
者
支
援
空
き
家
改
修
補
助
事
業
】

対
象
と
な
る
空
き
家
　
市
内
に
あ
る
お
お

む
ね
１
年
以
上
居
住
し
て
い
な
い
空
き
家

対
象
と
な
る
事
業
　
市
外
か
ら
移
住
す
る

目
的
で
空
き
家
を
取
得
・
改
修
し
、
10
年

以
上
居
住
の
た
め
に
活
用
す
る
も
の
で
、

原
則
市
内
事
業
者
が
改
修
工
事
を
行
う
も

の申
請
で
き
る
人
　
市
内
の
空
き
家
を
所
有

ま
た
は
令
和
８
年
度
中
に
取
得
す
る
予
定

が
あ
る
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

●
申
請
日
前
の
お
お
む
ね
１
年
以
内
に
市

内
の
共
同
住
宅
ま
た
は
長
屋
に
転
入
し
、

転
入
前
１
年
以
上
市
外
に
居
住
し
て
い
た

人●
申
請
日
後
、
令
和
８
年
度
中
に
本
市
に

転
入
し
、
申
請
日
時
点
で
１
年
以
上
市
外

に
居
住
し
て
い
る
人

補
助
件
数
　
５
件（
先
着
順
）

補
助
金
額
　
次
の
金
額
を
上
限
に
改
修
工

事
に
か
か
る
費
用
の
３
分
の
２

●
基
本
額
＝
１
２
０
万
円
ま
で

●
加
算
額
＝
80
万
円
ま
で

申
　
５
月
８
日（
金
）か
ら
11
月
30
日（
月
）

ま
で
に
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

必
要
書
類
を
添
え
て
住
宅
課
へ

【
市
内
転
居
者
空
き
家
改
修
補
助
事
業
】

対
象
と
な
る
空
き
家
　
市
内
に
あ
る
お
お

む
ね
１
年
以
上
居
住
し
て
い
な
い
空
き
家

対
象
と
な
る
事
業
　
空
き
家
を
取
得
・
改

修
し
５
年
以
上
居
住
の
た
め
に
活
用
す
る

も
の
で
、
市
内
事
業
者
が
改
修
工
事
を
行

う
も
の

申
請
で
き
る
人
　
申
請
日
時
点
で
市
内
に

在
住
で
、
市
内
の
空
き
家
を
所
有
ま
た
は

令
和
８
年
度
中
に
取
得
す
る
予
定
が
あ
る

人補
助
件
数
　
５
件（
先
着
順
）

補
助
金
額
　
空
き
家
の
改
修
工
事
に
か
か

る
費
用
の
２
分
の
１
で
80
万
円
ま
で

申
　
５
月
８
日（
金
）か
ら
12
月
28
日（
月
）

ま
で
に
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

必
要
書
類
を
添
え
て

住
宅
課
へ

▲市HP▲市HP

▲市HP

▲市HP

お
知
ら
せ

▲市HP

▲専用HP

▲市HP▲市HP

▲市HP▲市HP




